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京都市規則第  号    

 

児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

（京都市児童福祉法等施行細則の一部改正） 

第１条 京都市児童福祉法等施行細則の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第９号を削る。 

  第７条第３項中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に，「指定医療機

関」を「指定発達支援医療機関」に改める。 

  第８条，第１２条及び第１８条中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改

める。 

（京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部改正） 

第２条 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を次のように改正する。 

  別表第１備考４ イ中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に，「指定

医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改め，同備考４ ウ中「第６条の２第２項」

を「第６条の２の２第２項」に改める。 

  別表第３備考１０中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に，「指定医

療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。 

（京都市昼間里親規則の一部改正） 

第３条 京都市昼間里親規則の一部を次のように改正する。 

  別表備考４ イ中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に，「指定医療

機関」を「指定発達支援医療機関」に改め，同備考４ ウ中「第６条の２第２項」を「第

６条の２の２第２項」に改める。 

（京都市小規模保育規則の一部改正） 

第４条 京都市小規模保育規則の一部を次のように改正する。 

  別表備考４ イ中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に，「指定医療

機関」を「指定発達支援医療機関」に改め，同備考４ ウ中「第６条の２第２項」を「第

６条の２の２第２項」に改める。 
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   附 則 

 この規則は，平成２７年１月１日から施行する。 

（保健福祉局子育て支援部保育課） 


